
平
成
二
十
七
年
八
月
六
日
提
出

質

問

第

三

七

二

号

広
島
及
び
長
崎
に
原
爆
を
投
下
し
た
ア
メ
リ
カ
に
対
す
る
戦
後
七
十
年
の
節
目
を
む
か
え
た
政
府
の
認
識
等
に

関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

鈴

木

貴

子
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広
島
及
び
長
崎
に
原
爆
を
投
下
し
た
ア
メ
リ
カ
に
対
す
る
戦
後
七
十
年
の
節
目
を
む
か
え
た
政
府
の
認
識
等
に

関
す
る
質
問
主
意
書

一

戦
後
七
十
年
、
歴
史
の
節
目
の
年
で
あ
る
。
広
島
・
長
崎
に
原
爆
を
投
下
し
た
ア
メ
リ
カ
に
対
し
、
政
府
は
い
か
な
る
認

識
を
有
し
て
い
る
か
。

二

原
爆
投
下
は
ハ
ー
グ
法
（
武
力
紛
争
法
）
に
ふ
れ
る
か
否
か
、
政
府
の
見
解
如
何
。

三

非
人
道
的
と
も
い
え
る
原
爆
で
二
十
一
万
人
以
上
の
人
が
犠
牲
に
な
り
、
今
な
お
そ
の
後
遺
症
に
苦
し
ん
で
い
る
人
が
い

る
。
無
差
別
殺
人
と
も
い
え
る
こ
の
原
爆
投
下
に
対
し
、
戦
後
七
十
年
節
目
の
年
に
ア
メ
リ
カ
に
対
し
、
謝
罪
、
反
省
を
求

め
る
べ
き
で
な
い
か
。
政
府
の
考
え
如
何
。

右
質
問
す
る
。


